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●改善後 　新築・改修等の種別、業務種別、担当業務分野の３項目に「その他」を設け、必須項目とする

②「システム利用によるカルテ承認」画面の文言や背景色の変更

●改善後　文言や背景色の変更により、入力誤りを軽減する

改善前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改善後

①業務カルテ登録時のチェック強化によるカルテ品質の向上

入力システムの改善点と注意点

なお、本改善の運用開始は、2025年1月6日からの予定です。

入力システムの操作性向上として、下記内容について改善いたしますのでお知らせいたします。

カルテの「システム利用によるカルテ承認」画面

「発注機関情報」に変更

「事務所情報」に変更

「カルテ情報」に変更

背景色を変更

業務カルテ登録画面
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③検索項目の年月日の一致条件の改善

●改善後 　プルダウンの「以上」「以下」を「以降」「以前」に変更する

　「条件１と２の間」を「条件１以降、条件２以前」に変更する
改善前　 改善後

以下対象項目全般
事務所検索

●改善後　項目名（発注者（発注機関部署等）名称→発注者：発注機関部署等名称）に変更 
改善前

改善後

④入力システム等の項目名称変更

カルテ情報検索の検索項目の年月日項目

カルテ情報検索の検索項目の発注者
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●改善後 　利用者が理解し易いメッセージに変更 

改善前

改善後

●改善後 　利用者が常に最新のマニュアルが閲覧できるよう改善　（キャッシュクリア処理を不要とする）

⑤業務カルテ登録申請時の表示メッセージの改善

⑥利用者向けマニュアルの最新表示への改善

カルテ登録申請画面

ヘルプ画面、操作マニュアル等のドキュメント
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